






要約:周産期医療センターでの診療の実態から、育児の上での保健や福祉の援助が必要で

あると考えられる症例につき検討を加えた。障害の頻度が高い超あるいは極低出生体重児

の多くは母体搬送で分娩近くになってから送院されてきた症例であり、住所が遠く面会が

困難な児もあり、またこの中には妊娠中の児の受入が十分でない症例もあり育児上の困難

さが予測される症例が認められた。育児上の困難さが生じる恐れがあり、医療・保健・福

祉が連携して援助する必要があると考えられる症例の頻度は、全出生 919 例の内、出生体

重 2000g 未満の児 90例、多胎 46 例、不妊症治療 51 例、外国人からの出生 46 例、家庭的

に問題があるか妊婦健診の十分でなかった症例 22 例などであった。以上のように障害児

や育児上の困難例は周産期センターに集中する傾向にあり、医療面の充実のみでなく、退

院後の保健や福祉との連携の重要性が示唆された。


